
青梅市公募型指名競争入札工事発注予定表

工 事 件 名 準８号線改修工事

施 工 場 所 青梅市今寺２丁目地内

工 事 期 間 契約締結の日から１０７日間

工 事 業 種 一般土木工事

工 事 番 号 都土－２７

工 事 概 要

施工延長 Ｌ＝２１５．９ｍ

標準幅員 Ｗ＝６．５ｍ

土木 １式

Ｕ形側溝工（Ｕ１８０） Ｌ＝１７６．７ｍ

Ｕ形側溝工（Ｕ３００） Ｌ＝３０．３ｍ

シールコンクリート工 Ａ＝４３７㎡

仮設工 １式

予 定 価 格 ￥２２，９６１，４００円（税込）

最低制限価格 設定あり

実 施 予 定

案件公表開始日 令和８年１月１５日（木）

参加申出期間

※午前８時３０分から午後５時まで

（ただし、土曜日、日曜日および休日

ならびに正午から午後１時までの間

を除く。）

令和８年１月１５日（木）から

令和８年１月１９日（月）まで

指名予定日 令和８年１月２７日（火）

工事内容についての質問期間

※電 子調 達サー ビスにお ける質 問

機能により質問すること

令和８年１月２７日（火）から

令和８年１月２９日（木）午後３時

まで

質問回答期限 令和８年２月２日（月）

開札予定日 令和８年２月６日（金）

参 加 資 格

次の各号に掲げる要件を全て備えていること。

１ 青梅市内に本店、支店または営業所を有し、かつ当該本店、支店ま

たは営業所が青梅市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。

２ 青梅市土木工事格付がＡ、Ｂ、Ｃのいずれかであること。

３ 一般土木工事の工事業種に登録を行っていること。

４ 監理技術者または主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を配

置できること。

なお、請負金額４，５００万円以上（建築一式工事の場合、請負金

額が９，０００万円以上）となる場合は、専任の監理技術者等を配置

できることとする。

ただし、工事現場の数が２以下で建設業法第二十六条第３項ただし

書の規定に該当する場合はこの限りではない。



また、監理技術者等は、申出日の３か月以上前から雇用関係にある

者に限る。

５ 公表日において、青梅市競争入札等有資格者指名停止基準にもとづ

く指名停止を受けていないこと。
６ 公表日において、青梅市契約における暴力団等排除措置要綱にもと

づく停止措置を受けていないこと。

申 出 先

青梅市総務部総務契約課契約係

電話番号 ０４２８－２２－１１１１（内線２４８５）

ファクシミリ番号 ０４２８－２１－６６４５

入 札 お よ び

開 札 方 法
電子調達サービスにより行う予定

提 出 書 類

１ 公募型指名競争入札参加申出書（青梅市ホームページに掲載されて

いるものをダウンロードすること。）

２ 参加申出において申告する技術者に関する書類について

(1) 監理技術者の場合

ア 監理技術者資格者証（表・裏）の写し

イ 監理技術者講習修了証の写し

※監理技術者資格者証の裏面にて監理技術者講習修了の確認が

とれない場合のみ

ウ 健康保険資格確認書または住民税特別徴収税額通知書の写し等

※上記アの書類で３か月以上の雇用関係が確認できない場合の

み

(2) 主任技術者の場合

ア 健康保険資格確認書または住民税特別徴収税額通知書の写し等

３か月以上の雇用関係が確認できる書類として提出必須

３ 本店、支店または営業所の営業所技術者が確認できる書類（建設業

法施行規則様式第８号による営業所技術者等証明書（新規・変更）ま

たは建設業法施行規則様式第１号別紙４による営業所技術者等一覧表

の写し）を添付すること。

※１ 上記１～３の書類については、申出先に持参するかファクシミリに

より送信すること。

なお、ファクシミリによる場合は、必ず送信後に申出先まで電話

をすること。

※２ 上記２、３の書類については、公募型指名競争入札または簡易総合

評価公募型指名競争入札において、年度毎に１度提出されれば、同じ

技術者による年度内の２度目の申請からは提出不要とする。

ただし、上記２、３の書類の記載内容に変更があった場合は、申請

時に再度提出すること。



留 意 事 項

１ 当該案件について、参加申出後に監理技術者等を変更する必要が生じ

た場合は、別途申し出ることとし、工事着手届（現場代理人・主任技術

者等届）提出時点まで変更を認めるものとする。

ただし、変更する技術者については当初の配置予定技術者が保有する

資格および施工経験と同等以上の者に限る。

２ 公表日から開札日までの間に、青梅市競争入札等有資格者指名停止基

準にもとづく指名停止を受けた場合は、参加資格を失うものとする。

３ 公表日から開札日までの間に、青梅市契約における暴力団等排除措置

要綱にもとづく停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。

４ 入札参加資格審査の受付終了後、入札参加資格者が１者以下となっ

た場合は、指名競争入札に切り替えることがある。


